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石
　
川
　
幸
　
一

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
二
〇
一
五
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同

体
を
創
設
す
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
は
、
安
全
保
障

共
同
体
、
経
済
共
同
体
、
社
会
文
化
共
同
体
の
三
つ
の

共
同
体
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
と
は

何
か
に
つ
い
て
は
、
首
脳
会
議
で
の
宣
言
、
協
定
、
行

動
計
画
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
明
確

に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
三
つ
の
共
同
体
に
う
ち
、

経
済
共
同
体
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
に
ブ

ル
ー
プ
リ
ン
ト
（
青
写
真
）
が
発
表
さ
れ
、
具
体
像
が

示
さ
れ
た
。
な
お
、
安
全
保
障
共
同
体
と
社
会
文
化
共

同
体
の
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
は
二
〇
〇
八
年
の
首
脳
会
議

で
採
択
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
　
Ｆ
Ｔ
Ａ
か
ら
統
合
が
深
化

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
と
は
何
か

〜
青
写
真
か
ら
読
む
〜

　
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
の

四
つ
の
特
徴
と
し
て
、
①
単
一
の
市
場
と
生
産
基
地
、

②
競
争
力
の
あ
る
地
域
、
③
公
平
な
経
済
発
展
、
④
グ

ロ
ー
バ
ル
な
経
済
へ
の
統
合
、
を
あ
げ
て
い
る
。
ま

た
、
コ
ア
・
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
物
品
の
自
由
な
移
動

か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
プ
ラ
イ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の

参
加
な
ど
十
七
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。
ブ
ル
ー
プ
リ
ン

ト
の
構
成
は
、
四
つ
の
特
徴
の
各
コ
ア
・
エ
レ
メ
ン
ト

に
措
置
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
提
示
し
、
実
施
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
戦
略
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
戦

略
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
二
〇
〇
八
─
二
〇
〇
九
年
の

フ
ェ
ー
ズ
１
か
ら
二
〇
一
四
─
二
〇
一
五
年
の
フ
ェ
ー

ズ
４
ま
で
四
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

　
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
と
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共

同
体
は
、「
物
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
投
資
、
資
本
、
熟
練

労
働
者
の
自
由
な
移
動
が
実
現
し
た
地
域
」
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
が
実
現
す
る
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
ど
の

よ
う
な
地
域
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
物
品
の
移
動
で
は
関
税
は
ほ
ぼ
撤
廃
さ
れ
て
い
る

し
、
非
関
税
障
壁
も
撤
廃
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
二
〇
一
五
年
に
質
の
高
い
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
実

現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
関
税
同
盟
で
は
な
い
た
め
自

由
に
移
動
で
き
る
の
は
原
産
地
規
則
を
満
た
し
た
物
品

の
み
で
あ
る
。
外
国
品
を
差
別
す
る
内
国
税
の
撤
廃
な

ど
内
国
民
待
遇
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
政
府
調
達
の
外
国
企
業
へ
の
開
放
は
全
く
対
象
と

な
っ
て
い
な
い
。
関
税
が
撤
廃
さ
れ
て
も
製
品
規
格
が

異
な
る
と
自
由
な
移
動
は
難
し
い
が
規
格
の
相
互
承
認

は
、
電
気
電
子
な
ど
い
く
つ
か
の
品
目
に
限
ら
れ
て
お

り
範
囲
が
狭
い
。
　

　
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
は
、「
あ
る
国
で
合
法
的
に

生
産
・
流
通
す
る
製
品
は
他
の
国
で
も
流
通
を
認
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
を
、
「
必
要
最
低
限

の
調
和
」
と
「
相
互
承
認
」
を
組
み
合
わ
せ
た
新
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
り
実
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
試
験
検
査
機
関
、
人
材
、
制
度
面
で
の
発
展
と

蓄
積
が
必
要
だ
が
、
今
後
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
も
学
ぶ
点
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。

　
欧
州
で
は
、
域
内
国
境
の
税
関
を
廃
止
し
物
品
、
人

の
自
由
移
動
と
輸
送
の
円
滑
化
を
実
現
し
、
多
大
の
コ

ス
ト
の
削
減
に
成
功
し
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
関
税
同
盟

で
は
な
い
た
め
、
域
内
貿
易
に
つ
い
て
も
税
関
は
今
後

も
必
要
で
あ
る
。

　
サ
ー
ビ
ス
貿
易
は
全
分
野
が
開
放
さ
れ
る
と
な
っ
て

い
る
。
モ
ー
ド
別
に
み
る
と
第
１
モ
ー
ド
（
サ
ー
ビ
ス

の
越
境
）
と
第
２
モ
ー
ド
（
国
外
消
費
）
は
自
由
化
が

進
む
だ
ろ
う
が
、
第
３
モ
ー
ド
（
業
務
拠
点
）
は
外
資

出
資
比
率
が
七
〇
％
で
あ
り
、
第
４
モ
ー
ド
（
サ
ー
ビ

ス
供
給
者
の
越
境
）
は
ど
の
程
度
開
放
さ
れ
る
の
か
明

確
で
な
い
。
熟
練
労
働
者
の
移
動
は
、
貿
易
、
投
資
に

従
事
す
る
熟
練
労
働
者
、
専
門
家
が
対
象
で
あ
り
、
資

格
の
相
互
承
認
は
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
（
専
門
サ
ー
ビ

ス
）
が
対
象
で
あ
る
。

　
投
資
は
、
投
資
前
と
後
の
内
国
民
待
遇
を
認
め
る
と

し
て
お
り
か
な
り
自
由
化
が
進
む
だ
ろ
う
が
、
最
小
限

の
制
限
は
残
る
と
し
て
い
る
。
最
小
限
の
内
容
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
物
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
、
人
の
自
由
な
移
動
が
実

現
し
た
地
域
統
合
は
「
共
同
市
場
」
で
あ
る
が
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
で
は
前
述
の
よ
う
に
物
品
、

サ
ー
ビ
ス
と
生
産
要
素
の
自
由
な
移
動
は
十
分
に
は
実

現
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
共
通
関
税
は
導
入
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
「
Ｆ
Ｔ
Ａ
プ
ラ
ス
」
と
言
え
よ
う
。
日
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課
題
は
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の
実
行

本
政
府
が
進
め
て
い
る
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
も
自
由
化
な
ど
の
対

象
範
囲
は
重
な
っ
て
い
る
（
表
）
。

　
重
要
な
の
は
、
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
が
実
行
さ
れ
る
か

で
あ
る
。
　
欧
州
で
は
、
関
税
同
盟
は
一
九
六
八
年
、

共
通
農
業
政
策
は
一
九
六
九
年
に
は
実
現
し
た
が
、
Ｅ

Ｅ
Ｃ
条
約
が
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
た
共
同
市
場
は
実

現
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
な
っ
た
の
が
市
場

統
合
に
関
す
る
法
令
採
択
に
は
全
会
一
致
が
必
要
だ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
欧
州
共
同
体
は
、
一
九

八
七
年
に
単
一
欧
州
議
定
書
を
発
行
さ
せ
、
市
場
統
合

に
関
し
て
は
特
定
多
数
決
制
を
導
入
し
た
。
特
定
多
数

決
制
の
導
入
に
よ
り
市
場
統
合
は
具
体
的
に
進
み
だ
し

た
歴
史
が
あ
る
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
共
同
体
創
設
に
向
け
て
の
意
思
決

定
の
迅
速
化
と
決
定
事
項
の
確
実
な
実
施
、
事
務
局
機

能
の
強
化
を
目
的
に
二
〇
〇
七
年
の
首
脳
会
議
で
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
を
採
択
し
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
は
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
法
的
な
基
盤
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
共

同
体
を
構
築
す
る
た
め
の
法
的
・
制
度
的
な
枠
組
み
と

な
る
。
バ
ン
コ
ク
宣
言
を
基
盤
と
し
て
お
り
法
的
基
盤

が
弱
か
っ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
よ

り
制
度
的
に
強
化
さ
れ
、
決
定
が
法
的
拘
束
力
を
持
つ

よ
う
に
な
る
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
は
、
前
文
、
十
二
章
、
五
十
五
条

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
主
要
な
点
は
、
①
国
際
機
関

と
し
て
法
人
格
を
付
与
、
②
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会
議
が

最
高
意
思
決
定
機
関
で
年
二
度
開
催
、
③
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

調
整
委
員
会
（
従
来
の
外
相
会
議
）
と
共
同
体
委
員
会

を
設
置
、
④
人
権
機
関
の
設
置
、
⑤
協
議
と
全
会
一
致

に
よ
る
意
思
決
定
を
行
い
、
全
会
一
致
が
で
き
な
い
場

合
は
首
脳
会
議
が
決
定
、⑥
深
刻
な
憲
章
の
侵
害
行

為
・
不
履
行
は
首
脳
会
議
が
決
定
、
⑥
紛
争
解
決
を
規

定
、
な
ど
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
七
年
一
月
の
首
脳
会
議
に
提
出
さ
れ
た
賢
人

会
議
の
報
告
書
は
、
①
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
目
的
、
原
則
、

合
意
へ
の
重
大
な
違
反
や
不
履
行
に
対
し
て
は
、
除
名

を
含
む
、
権
利
、
特
権
の
停
止
な
ど
の
措
置
を
と
る
こ

と
、
③
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
を
原
則
と
し
、
安
全
保
障

と
外
交
政
策
以
外
の
分
野
で
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式

で
決
定
が
出
来
な
い
場
合
は
多
数
決
に
よ
る
こ
と
、
を

提
案
し
て
い
た
。
採
択
さ
れ
た
憲
章
は
、
首
脳
会
議
で

の
多
数
決
に
よ
る
決
定
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

報
告
書
で
示
さ
れ
た
抜
本
的
な
提
案
か
ら
は
後
退
し
た

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
憲
章
で
は
、
経
済
関
係
の
決
定
の
実
施
に
つ
い
て
、

合
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、
実
施
で
き
る
国
か
ら
実
施
す
る

と
い
う
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
─
Ｘ
」
方
式
を
含
む
柔
軟
な
方

式
が
採
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
貿
易
と
投

資
は
、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
─
Ｘ
」
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
多
様
性
と
経
済
格
差
を
考
慮
す
る

と
、
柔
軟
な
対
応
を
続
け
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、
柔
軟

な
対
応
で
は
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の
実
施
が
担
保
さ
れ
る

の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
憲
章
の
首
脳
会
議
で
の
運
用
が

重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
い
し
か
わ
こ
う
い
ち
・
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）

（注）○は実現している、△は対象としているが実現は不十分、

×は実現していない、あるいは、対象としていないことを示して

いる。ただし、厳密なものではない。たとえば、共通通貨は

EU27か国中導入しているのは15ヶ国である。FTAでも米国の

締結するFTAは、広範囲のサービス貿易自由化、知的所有権保

護などを規定している。

（出所）執筆者が作成

表

ASEAN経済共同体（AEC）とEC、EPA、狭義のFTAの対象範囲の比較

E U F T A （狭義）E P AA E C

関税撤廃

共通対外関税

非関税障壁撤廃

サービス貿易自由化

規格・標準の統一、

相互承認

人の移動

投資自由化

政府調達

競争政策

域内協力

共通通貨

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

△

△

△

○

×

△

○

×

○

×

△

△

△

△

△

△

△

○

×

○

×

△

×

×

×

×

×

×

×

×
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